
 

 平成２７年 

 第１回市議会臨時会 議案第６号 

   函館市国民健康保険条例の一部改正について 

 函館市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成２７年５月２１日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 函館市国民健康保険条例（昭和４４年函館市条例第２６号）の一部を 

次のように改正する。 

 第８条第１号中「保健事業に要する費用の額」の後ろに「，法第８１ 

条の２第１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の 

規定による拠出金（当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るも 

のを除く。）の納付に要する費用の額，同条第１項第２号に掲げる交付 

金を交付する事業に係る同条第２項の規定による拠出金（当該事業に関 

する事務の処理に要する費用に係るものを除く。）の納付に要する費用 

の額の２分の１に相当する額」を加え，同条第２号中「第７２条の４」 

を「第７２条の５」に，「その他」を「，法第８１条の２第１項の規定 

による交付金ならびにその他の」に改める。 

 第１３条の６中「５１万円」を「５２万円」に改める。 

 第１３条の６の１０中「１６万円」を「１７万円」に改める。 

 第１３条の１１中「１４万円」を「１６万円」に改める。 

 第１９条第１項各号列記以外の部分中「５１万円」を「５２万円」に 

改め，同項第２号中「２４万５，０００円」を「２６万円」に改め，同 

項第３号中「４５万円」を「４７万円」に改め，同条第２項中「５１万 

円」を「５２万円」に，「１６万円」を「１７万円」に改め，同条第３ 

項中「５１万円」を「５２万円」に，「１４万円」を「１６万円」に改 

める。 

 附則中第３条を削り，第４条を第３条とし，第５条から第７条までを 



 

１条ずつ繰り上げる。 

   附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の第８条，第１３条の６，第１３条の６の１０，第１３条の 

 １１および第１９条の規定は，平成２７年度以後の年度分の保険料に 

 ついて適用し，平成２６年度分までの保険料については，なお従前の 

 例による。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 国民健康保険法の一部改正に伴い規定を整備し，国民健康保険法施行

令の一部改正に伴い，保険料の減額に関する基準を改め，および一般被

保険者に係る基礎賦課総額の算定基礎に関する規定を整備し，ならびに

保険料の基礎賦課限度額等を改定するため 


